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習志野市個人情報保護条例（平成１０年条例第２２号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

目次 目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 実施機関が取り扱う個人情報の保護 第２章 実施機関が取り扱う個人情報の保護 

第１節 個人情報の適正な取扱い（第６条―第１２条） 第１節 個人情報の適正な取扱い（第６条―第１２条） 

第２節 個人情報の開示、訂正及び利用停止等（第１３条―第３０

条） 

第２節 個人情報の開示、訂正及び利用停止等（第１３条―第３０

条） 

第３章 事業者が取り扱う個人情報の保護（第３１条―第３５条） 第３章 事業者が取り扱う個人情報の保護（第３１条―第３５条） 

 第４章 個人情報保護審議会（第３５条の２） 

第４章 雑則（第３６条―第３９条） 第５章 雑則（第３６条―第３９条） 

第５章 罰則（第４０条―第４３条） 第６章 罰則（第４０条―第４３条） 

附則 附則 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ

当該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ

当該各号に定めるところによる。 

（１） 個人情報 個人に関する情報であつて、特定の個人が識別さ

れ、又は他の情報と照合することにより識別され得るものをいう。 

（１） 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当

するものをいう。 

ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図

画若しくは電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚
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によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

以下同じ。）に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作そ

の他の方法を用いて表された一切の事項（個人識別符号（行政機

関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５

８号）第２条第３項の個人識別符号をいう。以下同じ。）を除く。）

をいう。以下同じ。）により特定の個人を識別することができる

もの（他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を

識別することができることとなるものを含む。） 

イ 個人識別符号が含まれるもの 

（２） 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番

号法」という。）第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

（２） 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番

号法」という。）第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

（３） 情報提供等記録 番号法第２３条第１項及び第２項（これら

の規定を番号法第２６条において準用する場合を含む。）の規定に

より記録された特定個人情報をいう。 

（３） 情報提供等記録 番号法第２３条第１項及び第２項（これら

の規定を番号法第２６条において準用する場合を含む。）の規定に

より記録された特定個人情報をいう。 

（４） 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、

農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、公営企業管理者及

び議会をいう。 

（４） 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、

農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、公営企業管理者及

び議会をいう。 

（５） 公文書 習志野市情報公開条例（平成９年条例第１７号）第

２条第２号に規定する公文書をいう。 

（５） 公文書 習志野市情報公開条例（平成９年条例第１７号）第

２条第２号に規定する公文書をいう。 

（６） 電磁的記録媒体 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得

した情報が記録された電子計算機による処理に使用される磁気デイ

（６） 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。 
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スクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録してお

くことができる物であつて、実施機関が管理しているものをいう。 

（７） 事業者 法人その他の団体（国及び地方公共団体を除く。以

下「法人等」という。）及び事業を営む個人をいう。 

（７） 事業者 法人その他の団体（国及び地方公共団体を除く。以

下「法人等」という。）及び事業を営む個人をいう。 

（８） 受託事業者 実施機関又は指定管理者から個人情報を取り扱

う事務の委託を受けたもの（当該委託を受けたものから当該事務の

全部又は一部の委託を受けたもの及び当該事務につき順次にされる

その全部又は一部の委託を受けたものを含む。）をいう。 

（８） 受託事業者 実施機関又は指定管理者から個人情報を取り扱

う事務の委託を受けたもの（当該委託を受けたものから当該事務の

全部又は一部の委託を受けたもの及び当該事務につき順次にされる

その全部又は一部の委託を受けたものを含む。）をいう。 

（９） 受託事業従事者等 受託事業者が受託した事務に従事してい

る者及び従事していた者をいう。 

（９） 受託事業従事者等 受託事業者が受託した事務に従事してい

る者及び従事していた者をいう。 

（１０） 指定管理者 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

４４条の２第３項に規定する指定管理者であつて、市の公の施設の

管理を行うものをいう。 

（１０） 指定管理者 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

４４条の２第３項に規定する指定管理者であつて、市の公の施設の

管理を行うものをいう。 

（１１） 指定管理業務従事者等 指定管理者が行う市の公の施設の

管理の業務に従事している者及び従事していた者をいう。 

（１１） 指定管理業務従事者等 指定管理者が行う市の公の施設の

管理の業務に従事している者及び従事していた者をいう。 

（１２） 派遣労働者 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣

労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第２６条

第１項に規定する労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供

を行うため実施機関に派遣され、当該実施機関の事務に従事してい

る者をいう。 

（１２） 派遣労働者 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣

労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第２６条

第１項に規定する労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供

を行うため実施機関に派遣され、当該実施機関の事務に従事してい

る者をいう。 

（１３） 派遣労働者等 派遣労働者及び派遣労働者であつた者をい

う。 

（１３） 派遣労働者等 派遣労働者及び派遣労働者であつた者をい

う。 
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（市民の責務） （市民の責務） 

第５条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の

保護に自ら努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たつては、

その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。 

第５条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己を本人とする

個人情報の保護に自ら努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当

たつては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければなら

ない。 

（個人情報取扱事務の届出） （個人情報取扱事務の届出） 

第６条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であつて、個人の氏名、

生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号

により当該個人を検索し得る状態で個人情報が整理して記録される公

文書又は電磁的記録媒体を使用するもの（以下「個人情報取扱事務」

という。）を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる

事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は

廃止しようとするときも、同様とする。 

第６条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であつて、個人の氏名、

生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号

により当該個人を検索し得る状態で個人情報が整理して記録される公

文書を使用するもの（以下「個人情報取扱事務」という。）を新たに

開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出

なければならない。届け出た事項を変更し、又は廃止しようとすると

きも、同様とする。 

（１） 個人情報取扱事務の名称及び目的 （１） 個人情報取扱事務の名称及び目的 

（２） 個人情報取扱事務を所管する組織の名称 （２） 個人情報取扱事務を所管する組織の名称 

（３） 個人情報の対象者の範囲 （３） 個人情報の対象者の範囲 

（４） 個人情報の記録項目 （４） 個人情報の記録項目 

（５） 個人情報の主な収集先 （５） 個人情報の主な収集先 

（６） 個人情報の電子計算機処理を行うときは、その旨 （６） 個人情報の電子計算機処理を行うときは、その旨 

（７） 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項 （７） 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項 

２ 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、その旨を習志野市 ２ 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、その旨を習志野市
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個人情報保護審議会（以下「審議会」という。）に報告しなければな

らない。 

個人情報保護審議会（以下「審議会」という。）に報告しなければな

らない。 

３ 市長は、第１項の規定による届出に係る事項を記載した資料を作成

し、一般の閲覧に供しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による届出に係る事項を記載した資料を作成

し、一般の閲覧に供しなければならない。 

４ 前３項の規定は、市の職員又は職員であつた者に係る人事、給与及

び福利厚生等に関する個人情報取扱事務については、適用しない。 

４ 前３項の規定は、市の職員又は職員であつた者に係る人事、給与及

び福利厚生等に関する個人情報取扱事務については、適用しない。 

（収集の制限） （収集の制限） 

（開示請求） （開示請求） 

第１３条 何人も、実施機関に対し、公文書又は電磁的記録媒体に記録

された自己の個人情報の開示の請求（以下「開示請求」という。）を

することができる。 

第１３条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録された自己を本人と

する個人情報の開示の請求（以下「開示請求」という。）をすること

ができる。 

２ 実施機関が特別の理由があると認めるときは、代理人により開示請

求をすることができる。ただし、特定個人情報にあつては、特別の理

由の有無にかかわらず、代理人により開示請求をすることができる。 

２ 実施機関が特別の理由があると認めるときは、代理人により開示請

求をすることができる。ただし、特定個人情報にあつては、特別の理

由の有無にかかわらず、代理人により開示請求をすることができる。 

（開示請求の手続） （開示請求の手続） 

第１４条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請

求書を実施機関に提出しなければならない。 

第１４条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請

求書を実施機関に提出しなければならない。 

（１） 開示請求をしようとする者の氏名及び住所 （１） 開示請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所 

（２） 代理人が開示請求をしようとする場合にあつては、本人の氏

名及び住所 

（２） 代理人が開示請求をしようとする場合にあつては、本人の氏

名及び住所又は居所 

（３） 開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事 （３） 開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事
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項 項 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が定める事項 （４） 前３号に掲げるもののほか、市長が定める事項 

２ 開示請求をしようとする者は、自己が当該開示請求に係る個人情報

の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類として

市長が定めるものを実施機関に提出し、又は提示しなければならない。 

２ 開示請求をしようとする者は、自己が当該開示請求に係る個人情報

の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類として

市長が定めるものを実施機関に提出し、又は提示しなければならない。 

 ３ 実施機関は、第１項の規定による請求書に形式上の不備があると認め

るときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相

当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、

実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう

努めなければならない。 

（開示請求に対する決定等） （開示請求に対する決定等） 

第１５条 実施機関は、前条第１項に規定する請求書の提出があつたと

きは、当該請求書の提出があつた日の翌日から起算して１４日以内に、

開示請求に係る個人情報を開示するかどうかの決定をしなければなら

ない。 

第１５条 実施機関は、前条第１項に規定する請求書の提出があつたと

きは、当該請求書の提出があつた日の翌日から起算して１４日以内に、

開示請求に係る個人情報を開示するかどうかの決定をしなければなら

ない。ただし、前条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、

当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 実施機関は、前項の決定をしたときは、開示請求をした者（以下「開

示請求者」という。）に対し、速やかに、書面により当該決定の内容

を通知しなければならない。 

２ 実施機関は、前項の決定をしたときは、開示請求者に対し、速やか

に、書面により通知しなければならない。 

３ 実施機関は、第１項の規定により開示請求に係る個人情報の全部又

は一部を開示する旨の決定をしたときは、当該開示をする日時及び場

所を前項の書面に記載しなければならない。 

３ 実施機関は、第１項の規定により開示請求に係る個人情報の全部又

は一部を開示する旨の決定をしたときは、その旨及び開示の実施に関

し規則で定める事項を前項の書面に記載しなければならない。 
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４ 実施機関は、第１項の規定により開示請求に係る個人情報の全部を

開示しないとき（第１９条の２の規定により開示請求を拒否するとき

及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。）は、開

示をしない旨の決定をし、その理由を第２項の書面に記載しなければ

ならない。この場合において、当該理由が消滅する期日をあらかじめ

明らかにすることができるときは、その期日を同項の書面に記載しな

ければならない。 

４ 実施機関は、第１項の規定により開示請求に係る個人情報の全部を

開示しないとき（第１９条の２の規定により開示請求を拒否するとき

及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。）は、開

示をしない旨の決定をし、その旨を第２項の書面に記載しなければな

らない。この場合において、当該理由が消滅する期日をあらかじめ明

らかにすることができるときは、その期日を同項の書面に記載しなけ

ればならない。 

５ 実施機関は、やむを得ない理由により第１項に規定する期間内に同

項の決定をすることができないときは、前条第１項に規定する請求書

の提出があつた日の翌日から起算して６０日を限度として、その期間

を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求

者に対し、同項の期間内に、当該決定をすることができない理由及び

延長する期間を書面で通知しなければならない。 

５ 実施機関は、やむを得ない理由により第１項に規定する期間内に同

項の決定をすることができないときは、前条第１項に規定する請求書

の提出があつた日の翌日から起算して６０日を限度として、その期間

を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求

者に対し、同項の期間内に、当該決定をすることができない理由及び

延長する期間を書面で通知しなければならない。 

 （理由付記） 

（新設） 第１５条の２ 実施機関は、前条第３項又は前条第４項の規定により、開

示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者

に対し、前条第２項に規定する書面によりその理由を示さなければなら

ない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根

拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解さ

れ得るものでなければならない。 

（開示請求に係る事案の移送） （開示請求に係る事案の移送） 

第１５条の２ 実施機関は、開示請求に係る個人情報（情報提供等記録 第１５条の３ 実施機関は、開示請求に係る個人情報（情報提供等記録
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を除く。）が他の実施機関から提供されたものであるときその他他の

実施機関において前条第１項の決定をすることにつき正当な理由があ

るときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、

事案を移送することができる。 

を除く。）が他の実施機関から提供されたものであるときその他他の

実施機関において第１５条第１項の決定をすることにつき正当な理由

があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対

し、事案を移送することができる。 

２ 実施機関は、前項の規定による移送をしたときは、開示請求者に対

し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 

２ 実施機関は、前項の規定による移送をしたときは、開示請求者に対

し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 

３ 第１項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機

関において、当該請求について、前条第１項の決定をしなければなら

ない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、

移送を受けた実施機関がしたものとみなす。 

３ 第１項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機

関において、当該請求について、前条第１項の決定をしなければなら

ない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、

移送を受けた実施機関がしたものとみなす。 

（開示の実施） （開示の実施） 

第１７条 個人情報の開示をする旨の決定通知を受けた者は、当該個人

情報の開示を受ける場合には、自己が当該個人情報の本人又はその代

理人であることを証明するために必要な書類として市長が定めるもの

を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。 

第１７条 個人情報の開示をする旨の決定通知を受けた者は、当該個人

情報の開示を受ける場合には、自己が当該個人情報の本人又はその代

理人であることを証明するために必要な書類として市長が定めるもの

を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。 

２ 個人情報の開示は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各

号に定める方法により行うものとする。 

２ 個人情報の開示は、個人情報が公文書のうち文書又は図画に記録さ

れている場合は閲覧又は写しの交付により、個人情報が公文書のうち

電磁的記録に記録されている場合は、その種類、情報化の進展状況等

を勘案して規則で定める方法により行う。 

（１） 個人情報が公文書に記録されている場合 当該公文書の当該

個人情報に係る部分の閲覧若しくは視聴又は写しの交付 

 

（２） 個人情報が電磁的記録媒体に記録されている場合 当該電磁  
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的記録媒体から印字装置を用いて出力した物の当該個人情報に係る

部分の閲覧若しくは写しの交付又は規則で定める方法 

３ 実施機関は、前項第１号に規定する方法により個人情報を開示しよ

うとする場合において、当該公文書が汚損され、又は破損されるおそ

れがあるときその他相当の理由があるときは、同号の規定にかかわら

ず、当該公文書の写しの当該個人情報に係る部分の閲覧若しくは視聴

又はその写しの交付により開示することができる。 

３ 前項の閲覧の方法により個人情報を開示しようとする場合において、

実施機関は、当該個人情報が記録された公文書の保存に支障を生ずる

おそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、その写

しによりこれを行うことができる。 

（部分開示） （部分開示） 

第１９条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に、前条の規定により

開示しないことができる個人情報（以下「非開示情報」という。）が

記録されている場合において、当該部分が当該部分を除いた部分と容

易に区分することができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除

いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いて

開示することがこの条例の趣旨に合致しないと認められるときは、こ

の限りでない。 

第１９条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に、前条の規定により

開示しないことができる個人情報（以下「非開示情報」という。）が

記録されている場合において、当該部分が当該部分を除いた部分と容

易に区分することができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除

いた部分につき開示しなければならない。 

（訂正請求） （訂正請求） 

第２１条 何人も、第１５条第１項の決定により開示を受けた自己の個

人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂

正の請求（以下「訂正請求」という。）をすることができる。 

第２１条 何人も、第１５条第１項の決定により開示を受けた自己を本

人とする個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対

し、その訂正の請求（以下「訂正請求」という。）をすることができ

る。 

２ 第１３条第２項の規定は、訂正請求について準用する。 ２ 第１３条第２項の規定は、訂正請求について準用する。 

（訂正請求の手続） （訂正請求の手続） 
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第２２条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請

求書を実施機関に提出しなければならない。 

第２２条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請

求書を実施機関に提出しなければならない。 

（１） 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所 （１） 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所 

（２） 代理人が訂正請求をしようとする場合にあつては、本人の氏

名及び住所 

（２） 代理人が訂正請求をしようとする場合にあつては、本人の氏

名及び住所又は居所 

（３） 訂正請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事

項 

（３） 訂正請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事

項 

（４） 訂正を求める内容 （４） 訂正を求める内容 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項 （５） 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項 

２ 訂正請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致する

ことを明らかにする書類等を実施機関に提出し、又は提示しなければ

ならない。 

２ 訂正請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致する

ことを明らかにする書類等を実施機関に提出し、又は提示しなければ

ならない。 

３ 第１４条第２項の規定は、訂正請求について準用する。 ３ 第１４条第２項及び第３項の規定は、訂正請求について準用する。 

（訂正請求に対する決定等） （訂正請求に対する決定等） 

第２３条 実施機関は、前条第１項に規定する請求書の提出があつたと

きは、当該請求書の提出があつた日の翌日から起算して３０日以内に、

必要な調査を行い、訂正請求に係る個人情報を訂正するかどうかの決

定をしなければならない。 

第２３条 実施機関は、前条第１項に規定する請求書の提出があつたと

きは、当該請求書の提出があつた日の翌日から起算して３０日以内に、

必要な調査を行い、訂正請求に係る個人情報を訂正するかどうかの決

定をしなければならない。ただし、前条第３項の規定により準用する

第１４条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正

に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 実施機関は、前項の決定をしたときは、訂正請求をした者（以下「訂

正請求者」という。）に対し、速やかに、書面により当該決定の内容

２ 実施機関は、前項の決定をしたときは、訂正請求をした者（以下「訂

正請求者」という。）に対し、速やかに、書面により当該決定の内容
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を通知しなければならない。 を通知しなければならない。 

３ 実施機関は、第１項の規定により訂正をする旨の決定をしたときは、

速やかに、訂正請求に係る個人情報について適正と認める方法により

訂正をした上、当該訂正の内容を前項の書面に記載しなければならな

い。 

３ 実施機関は、第１項の規定により訂正をする旨の決定をしたときは、

速やかに、訂正請求に係る個人情報について適正と認める方法により

訂正をした上、当該訂正の内容を前項の書面に記載しなければならな

い。 

４ 実施機関は、第１項の規定により訂正をしない旨の決定をしたとき

は、その理由を第２項の書面に記載しなければならない。 

４ 実施機関は、第１項の規定により訂正をしない旨の決定をしたとき

は、その理由を第２項の書面に記載しなければならない。 

５ 第１５条第５項の規定は、訂正請求に対する決定について準用する。 ５ 第１５条第５項の規定は、訂正請求に対する決定について準用する。 

（利用停止請求） （利用停止請求） 

第２４条 何人も、自己の個人情報（情報提供等記録を除く。）が次の

各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各

号に定める個人情報の消去、利用の停止又は提供の停止（以下「利用

停止」という。）の請求（以下「利用停止請求」という。）をするこ

とができる。 

第２４条 何人も、自己を本人とする個人情報（情報提供等記録を除く。）

が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、

当該各号に定める個人情報の消去、利用の停止又は提供の停止（以下

「利用停止」という。）の請求（以下「利用停止請求」という。）を

することができる。 

（１） 第７条各項の規定に違反して収集されたとき、第８条若しく

は第８条の２第１項若しくは第２項の規定に違反して利用されてい

るとき、番号法第２０条の規定に違反して収集され、若しくは保管

されているとき又は番号法第２９条の規定に違反して作成された特

定個人情報ファイル（番号法第２条第９項に規定する特定個人情報

ファイルをいう。）に記録されているとき 当該個人情報の消去又

は利用の停止 

（１） 第７条各項の規定に違反して収集されたとき、第８条若しく

は第８条の２第１項若しくは第２項の規定に違反して利用されてい

るとき、番号法第２０条の規定に違反して収集され、若しくは保管

されているとき又は番号法第２９条の規定に違反して作成された特

定個人情報ファイル（番号法第２条第９項に規定する特定個人情報

ファイルをいう。）に記録されているとき 当該個人情報の消去又

は利用の停止 

（２） 第８条、第９条又は番号法第１９条の規定に違反して提供さ （２） 第８条、第９条又は番号法第１９条の規定に違反して提供さ
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れているとき 当該個人情報の提供の停止 れているとき 当該個人情報の提供の停止 

２ 第１３条第２項の規定は、利用停止請求について準用する。 ２ 第１３条第２項の規定は、利用停止請求について準用する。 

（利用停止請求の手続） （利用停止請求の手続） 

第２５条 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し

た請求書を実施機関に提出しなければならない。 

第２５条 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し

た請求書を実施機関に提出しなければならない。 

（１） 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所 （１） 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所 

（２） 代理人が利用停止請求をしようとする場合にあつては、本人

の氏名及び住所 

（２） 代理人が利用停止請求をしようとする場合にあつては、本人

の氏名及び住所又は居所 

（３） 利用停止請求をしようとする個人情報を特定するために必要

な事項 

（３） 利用停止請求をしようとする個人情報を特定するために必要

な事項 

（４） 利用停止を求める内容 （４） 利用停止を求める内容 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項 （５） 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項 

２ 第１４条第２項の規定は、利用停止請求について準用する。 ２ 第１４条第２項及び第３項の規定は、利用停止請求について準用す

る。 

（利用停止請求に対する決定等） （利用停止請求に対する決定等） 

第２６条 実施機関は、前条第１項に規定する請求書の提出があつたと

きは、当該請求書の提出があつた日の翌日から起算して３０日以内に、

必要な調査を行い、利用停止請求に係る個人情報を利用停止するかど

うかの決定をしなければならない。 

第２６条 実施機関は、前条第１項に規定する請求書の提出があつたと

きは、当該請求書の提出があつた日の翌日から起算して３０日以内に、

必要な調査を行い、利用停止請求に係る個人情報を利用停止するかど

うかの決定をしなければならない。ただし、前条第２項の規定により

準用する第１４条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、

当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 
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２ 実施機関は、前項の決定をしたときは、利用停止請求をした者（以

下「利用停止請求者」という。）に対し、速やかに、書面により当該

決定の内容を通知しなければならない。 

２ 実施機関は、前項の決定をしたときは、利用停止請求をした者（以

下「利用停止請求者」という。）に対し、速やかに、書面により当該

決定の内容を通知しなければならない。 

３ 実施機関は、第１項の規定により利用停止をする旨の決定をしたと

きは、速やかに、利用停止請求に係る個人情報について適正と認める

方法により利用停止をした上、当該利用停止の内容を前項の書面に記

載しなければならない。 

３ 実施機関は、第１項の規定により利用停止をする旨の決定をしたと

きは、速やかに、利用停止請求に係る個人情報について適正と認める

方法により利用停止をした上、当該利用停止の内容を前項の書面に記

載しなければならない。 

４ 実施機関は、第１項の規定により利用停止をしない旨の決定をした

ときは、その理由を第２項の書面に記載しなければならない。 

４ 実施機関は、第１項の規定により利用停止をしない旨の決定をした

ときは、その理由を第２項の書面に記載しなければならない。 

５ 第１５条第５項の規定は、利用停止請求に対する決定について準用

する。 

５ 第１５条第５項の規定は、利用停止請求に対する決定について準用

する。 

（審査会の調査権限） （審査会の調査権限） 

第２８条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示

請求、訂正請求又は利用停止請求に係る公文書又は電磁的記録媒体に

記録されたものの提出を求め、審査請求人に閲覧させずにその内容を

見分することができる。この場合において、諮問庁は、当該公文書又

は電磁的記録媒体に記録されたものの提出を拒むことはできないもの

とする。 

第２８条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示

請求、訂正請求又は利用停止請求に係る公文書に記録されたものの提

出を求め、審査請求人に閲覧させずにその内容を見分することができ

る。この場合において、諮問庁は、当該公文書に記録されたものの提

出を拒むことはできないものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、審査会は、諮問された事件に関し、審査

請求人、参加人及び諮問庁（以下「審査請求人等」という。）に意見

書若しくは資料の提出を求め、又は参考人に陳述を求め、その他必要

な調査をすることができる。 

２ 前項に定めるもののほか、審査会は、諮問された事件に関し、審査

請求人、参加人及び諮問庁（以下「審査請求人等」という。）に意見

書若しくは資料の提出を求め、又は参考人に陳述を求め、その他必要

な調査をすることができる。 
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（審査会における事件の取扱い） （審査会における事件の取扱い） 

第２９条 審査会は、市長が定めるところにより、審査請求人等から申

立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を

与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認める

ときは、この限りでない。 

第２９条 審査会は、市長が定めるところにより、審査請求人等から申

立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を

与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認める

ときは、この限りでない。 

２ 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許

可を得て、補佐人とともに出頭することができる。 

２ 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許

可を得て、補佐人とともに出頭することができる。 

３ 審査請求人等は、市長が定めるところにより、審査会に対し、意見

書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資

料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出

しなければならない。 

３ 審査請求人等は、市長が定めるところにより、審査会に対し、意見

書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資

料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出

しなければならない。 

４ 審査請求人等は、市長が定めるところにより、審査会に対し、審査

会に提出された意見書若しくは資料（前条第１項に規定する公文書及

び電磁的記録媒体に記録されたものを除く。）の閲覧（電磁的記録媒

体に記録されている場合にあっては、記録された事項を審査会が定め

る方法により表示したものの閲覧）又は当該意見書若しくは当該資料

の写し（電磁的記録媒体に記録されている場合にあっては、当該電磁

的記録媒体から印字装置を用いて出力した物の写し）の交付を求める

ことができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害する

おそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、

その閲覧又は交付を拒むことはできない。 

４ 審査請求人等は、市長が定めるところにより、審査会に対し、審査

会に提出された意見書若しくは資料（前条第１項に規定する公文書に

記録されたものを除く。）の閲覧（電磁的記録に記録されている場合

にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したも

のの閲覧）又は当該意見書若しくは当該資料の写し（電磁的記録に記

録されている場合にあっては、当該電磁的記録について印字装置を用

いて出力した物の写し）の交付を求めることができる。この場合にお

いて、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、

その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むこ

とはできない。 

５ 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交 ５ 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交
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付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る意見書又は資料を

提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査

会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 

付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る意見書又は資料を

提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査

会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 

６ 第４項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、手数料

を納付しなければならない。 

６ 第４項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、手数料

を納付しなければならない。 

７ 前項の規定により納付する手数料の額並びに手数料の減額及び免除

については、習志野市行政不服審査法施行条例第９条の規定を準用す

る。この場合において、同条第１項中「法第８１条第３項の規定によ

り読み替えて準用される法第７８条第４項」とあるのは「習志野市個

人情報保護条例第２９条第６項」と、同条第２項中「審査会」とある

のは「市長」とする。 

７ 前項の規定により納付する手数料の額並びに手数料の減額及び免除

については、習志野市行政不服審査法施行条例第９条の規定を準用す

る。この場合において、同条第１項中「法第８１条第３項の規定によ

り読み替えて準用される法第７８条第４項」とあるのは「習志野市個

人情報保護条例第２９条第６項」と、同条第２項中「審査会」とある

のは「市長」とする。 

８ 審査会の審議は、非公開とする。 ８ 審査会の審議は、非公開とする。 

９ 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請

求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとす

る。 

９ 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請

求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとす

る。 

（個人情報保護審議会） （削除） 

第３４条の２ 個人情報保護制度を適正かつ円滑に推進するため、審議

会を置く。 

 

２ 審議会は、委員５人以内をもって組織し、個人情報保護制度に関す

る識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。  

４ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  
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５ 審議会は、個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実

施機関に意見を述べることができる。 

 

６ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も、同様とする。 

 

７ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事

項は、規則で定める。 

 

（新設） 第４章 個人情報保護審議会 

 （個人情報保護審議会） 

 第３５条の２ 個人情報保護制度を適正かつ円滑に推進するため、審議

会を置く。 

 ２ 審議会は、委員５人以内をもって組織し、個人情報保護制度に関す

る識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

 ３ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

 ４ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 ５ 審議会は、個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実

施機関に意見を述べることができる。 

 ６ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も、同様とする。 

 ７ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事

項は、規則で定める。 

第４章 雑則 第５章 雑則 



平成２９年度第１回 

個人情報保護審議会 資料② 

 

17 
 

（費用負担） （費用負担） 

第３６条 第１７条第２項及び第３項の規定による個人情報の開示の写

しの交付並びに同条第２項第２号の規則で定める方法に要する費用

は、開示請求者の負担とし、その額は規則で定める。ただし、市長は、

経済的困難その他特別の理由があると認めるときは減額し、又は免除

することができる。 

第３６条 第１７条第２項及び第３項の規定による個人情報の開示の写

しの交付並びに同条第２項の規則で定める方法に要する費用は、開示

請求者の負担とし、その額は規則で定める。ただし、市長は、経済的

困難その他特別の理由があると認めるときは減額し、又は免除するこ

とができる。 

（他の制度との調整） （他の制度との調整） 

第３７条 この条例は、他の法令等（習志野市情報公開条例を除く。）

に基づき、自己の個人情報（特定個人情報を除く。）の開示又は訂正

の手続が定められている場合には、適用しない。 

第３７条 この条例は、他の法令等（習志野市情報公開条例を除く。）

に基づき、自己を本人とする個人情報（特定個人情報を除く。）の開

示又は訂正の手続が定められている場合には、適用しない。 

２ この条例は、市の図書館その他のこれらに類する施設において、一

般の利用に供することを目的として保有されている個人情報について

は、適用しない。 

２ この条例は、市の図書館その他のこれらに類する施設において、一

般の利用に供することを目的として保有されている個人情報について

は、適用しない。 

第５章 罰則 第６章 罰則 

第４２条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以

外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図

画、写真又は電磁的記録媒体の記録を収集したときは、１年以下の懲

役又は５０万円以下の罰金に処する。 

第４２条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以

外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図

画又は電磁的記録を収集したときは、１年以下の懲役又は５０万円以

下の罰金に処する。 

第４３条 偽りその他不正な手段により、開示決定に基づく公文書又は

電磁的記録媒体に記録された個人情報の開示を受けた者は、５万円以

下の過料に処する。 

第４３条 偽りその他不正な手段により、開示決定に基づく公文書に記

録された個人情報の開示を受けた者は、５万円以下の過料に処する。 

 


